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• 地⽅⾃治体において、地域の実情や特性に即した取組を創意⼯夫しながら実施
• 地⽅⾃治体の計画策定に際しての柔軟な運⽤（既存の介護保険事業計画等との⼀体的な策定など）
• ①⾏政職員が､認知症カフェ等様々な接点を通じて､認知症の⼈や家族等と出会い･対話する､②ピアサポート活

動や本⼈ミーティング等の当事者活動を⽀援する、③認知症の⼈や家族等の意⾒を起点として､施策を⽴案、
実施、評価する。

認知症施策推進基本計画（案）の概要（認知症施策推進関係者会議における議論）

• 共⽣社会の実現を推進するための認知症基本法 に明記された 共⽣社会 の実現を⽬指す。
• 認知症の⼈本⼈の声を尊重し、「新しい認知症観」※に基づき施策を推進する。

※ ①誰もが認知症になり得ることを前提に、国⺠⼀⼈⼀⼈が⾃分ごととして理解する。②個⼈としてできること･やりたいこと
があり､住み慣れた地域で仲間と共に､希望を持って⾃分らしく暮らすことが出来る

⇒ ①「新しい認知症観」に⽴つ､②⾃分ごととして考える､③認知症の⼈等の参画･対話､④多様な主体の連携･協働

• 以下の4つの重点⽬標に即した評価指標を設定︓①「新しい認知症観」の理解、②認知症の⼈の意思の尊重、
③認知症の⼈・家族等の地域での安⼼な暮らし、④新たな知⾒や技術の活⽤ 

• 評価指標は、重点⽬標に即して、プロセス指標、アウトプット指標、アウトカム指標を設定。

• 施策は、認知症の⼈の声を起点とし、認知症の⼈の視点に⽴って、認知症の⼈や家族等とともに推進する。
⇒ 以下の12項⽬を設定︓①国⺠の理解､②バリアフリー､③社会参加､④意思決定・権利擁護､⑤保健医療･福祉､
⑥相談体制､⑦研究､⑧予防､⑨調査､⑩多様な主体の連携､⑪地⽅公共団体への⽀援､⑫国際協⼒

前⽂／Ⅰ 認知症施策推進基本計画について／Ⅱ 基本的な⽅向性

Ⅲ 基本的施策

Ⅳ 第1期基本計画中に達成すべき重点⽬標等

Ⅴ 推進体制等

【位置づけ】 基本法に基づく、国の認知症施策の基本計画。これに基づき、地⽅⾃治体は推進計画を策定（努⼒義務)。

重点⽬標・評価指標
重点⽬標 プロセス指標 アウトプット指標 アウトカム指標 

①国⺠⼀⼈⼀⼈
が「新しい認
知症観」を理
解している

• 地域の中で認知症の⼈と出会い、そ
の当事者活動を⽀援している地⽅公
共団体の数

• 認知症サポーターの養成研修に認知
症の⼈が参画している地⽅公共団体
の数

• 認知症希望⼤使等の本⼈発信等の取組を
⾏っている地⽅公共団体の数

• 認知症サポーターの養成者数及び認知症サ
ポーターが参画しているチームオレンジの
数

• 認知症や認知症の⼈に関する国
⺠の基本的な知識の理解度

• 国⺠における「新しい認知症
観」の理解とそれに基づく振る
舞いの状況

②認知症の⼈の
⽣活において
その意思等が
尊重されてい
る

• ピアサポート活動への⽀援を実施し
ている地⽅公共団体の数

• ⾏政職員が参画する本⼈ミーティン
グを実施している地⽅公共団体の数

• 医療・介護従事者等に、認知症の⼈
の意思決定⽀援の重要性の理解を促
す研修を実施している地⽅公共団体
の数とその参加者数

• 認知症施策に関して、ピアサポート活動等
を通じて得られる認知症の⼈の意⾒を反映
している地⽅公共団体の数

• 認知症施策に関して、ピアサポート活動等
を通じて得られる家族等の意⾒を反映して
いる地⽅公共団体の数

• 地域⽣活の様々な場⾯において、
認知症の⼈の意思が尊重され、
本⼈が望む⽣活が継続できてい
ると考えている認知症の⼈及び
国⺠の割合

③認知症の⼈・
家族等が他の
⼈々と⽀え合
いながら地域
で安⼼して暮
らすことがで
きる

• 部署横断的に認知症施策の検討を実
施している地⽅公共団体の数

• 認知症の⼈と家族等が参画した認知
症施策の計画を策定し、その計画に
達成すべき⽬標及び関連指標（KPI）
を設定している地⽅公共団体の数

• 医療・介護従事者に対して実施して
いる認知症対応⼒向上研修の受講者
数

• 就労⽀援も含めて個別の相談・⽀援を実施
していることを明⽰した認知症地域⽀援推
進員や若年性認知症⽀援コーディネーター
を設置している地⽅公共団体の数

• 認知症バリアフリー宣⾔を⾏っている事業
者の数

• 製品・サービスの開発に参画している認知
症の⼈と家族等の⼈数

• 基本法の趣旨を踏まえた認知症ケアパスの
作成・更新・周知を⾏っている市町村の数

• 認知症疾患医療センターにおける認知症関
連疾患の鑑別診断件数

• ⾃分の思いを伝えることが出来
る家族、友⼈、仲間がいると感
じている認知症の⼈の割合

• 地域で役割を果たしていると感
じている認知症の⼈の割合

• 認知症の⼈が⾃分らしく暮らせ
ると考えている認知症の⼈及び
国⺠の割合

• 認知症の⼈の希望に沿った、保
健医療サービス及び福祉サービ
スを受けていると考えている認
知症の⼈の割合

④国⺠が認知症
に関する新た
な知⾒や技術
を活⽤できる

• 国が⽀援・実施する、認知症の⼈と
家族等の当事者の意⾒を反映させて
いる研究計画の数

• 国が⽀援・実施する、認知症の⼈と家族等
の当事者の意⾒を反映させている認知症に
関する研究事業の数

• 国が⽀援・実施する、認知症に
関する研究事業の成果が社会実
装化されている数



重点⽬標・評価指標
重点⽬標 プロセス指標 アウトプット指標 アウトカム指標 

①国⺠⼀⼈⼀⼈
が「新しい認
知症観」を理
解している

• 地域の中で認知症の⼈と出会い、そ
の当事者活動を⽀援している地⽅公
共団体の数

• 認知症サポーターの養成研修に認知
症の⼈が参画している地⽅公共団体
の数

• 認知症希望⼤使等の本⼈発信等の取組を
⾏っている地⽅公共団体の数

• 認知症サポーターの養成者数及び認知症サ
ポーターが参画しているチームオレンジの
数

• 認知症や認知症の⼈に関する国
⺠の基本的な知識の理解度

• 国⺠における「新しい認知症
観」の理解とそれに基づく振る
舞いの状況

②認知症の⼈の
⽣活において
その意思等が
尊重されてい
る

• ピアサポート活動への⽀援を実施し
ている地⽅公共団体の数

• ⾏政職員が参画する本⼈ミーティン
グを実施している地⽅公共団体の数

• 医療・介護従事者等に、認知症の⼈
の意思決定⽀援の重要性の理解を促
す研修を実施している地⽅公共団体
の数とその参加者数

• 認知症施策に関して、ピアサポート活動等
を通じて得られる認知症の⼈の意⾒を反映
している地⽅公共団体の数

• 認知症施策に関して、ピアサポート活動等
を通じて得られる家族等の意⾒を反映して
いる地⽅公共団体の数

• 地域⽣活の様々な場⾯において、
認知症の⼈の意思が尊重され、
本⼈が望む⽣活が継続できてい
ると考えている認知症の⼈及び
国⺠の割合

③認知症の⼈・
家族等が他の
⼈々と⽀え合
いながら地域
で安⼼して暮
らすことがで
きる

• 部署横断的に認知症施策の検討を実
施している地⽅公共団体の数

• 認知症の⼈と家族等が参画した認知
症施策の計画を策定し、その計画に
達成すべき⽬標及び関連指標（KPI）
を設定している地⽅公共団体の数

• 医療・介護従事者に対して実施して
いる認知症対応⼒向上研修の受講者
数

• 就労⽀援も含めて個別の相談・⽀援を実施
していることを明⽰した認知症地域⽀援推
進員や若年性認知症⽀援コーディネーター
を設置している地⽅公共団体の数

• 認知症バリアフリー宣⾔を⾏っている事業
者の数

• 製品・サービスの開発に参画している認知
症の⼈と家族等の⼈数

• 基本法の趣旨を踏まえた認知症ケアパスの
作成・更新・周知を⾏っている市町村の数

• 認知症疾患医療センターにおける認知症関
連疾患の鑑別診断件数

• ⾃分の思いを伝えることが出来
る家族、友⼈、仲間がいると感
じている認知症の⼈の割合

• 地域で役割を果たしていると感
じている認知症の⼈の割合

• 認知症の⼈が⾃分らしく暮らせ
ると考えている認知症の⼈及び
国⺠の割合

• 認知症の⼈の希望に沿った、保
健医療サービス及び福祉サービ
スを受けていると考えている認
知症の⼈の割合

④国⺠が認知症
に関する新た
な知⾒や技術
を活⽤できる

• 国が⽀援・実施する、認知症の⼈と
家族等の当事者の意⾒を反映させて
いる研究計画の数

• 国が⽀援・実施する、認知症の⼈と家族等
の当事者の意⾒を反映させている認知症に
関する研究事業の数

• 国が⽀援・実施する、認知症に
関する研究事業の成果が社会実
装化されている数

重点⽬標・評価指標
重点⽬標 プロセス指標 アウトプット指標 アウトカム指標 

①国⺠⼀⼈⼀⼈
が「新しい認
知症観」を理
解している

• 地域の中で認知症の⼈と出会い、そ
の当事者活動を⽀援している地⽅公
共団体の数

• 認知症サポーターの養成研修に認知
症の⼈が参画している地⽅公共団体
の数

• 認知症希望⼤使等の本⼈発信等の取組を
⾏っている地⽅公共団体の数

• 認知症サポーターの養成者数及び認知症サ
ポーターが参画しているチームオレンジの
数

• 認知症や認知症の⼈に関する国
⺠の基本的な知識の理解度

• 国⺠における「新しい認知症
観」の理解とそれに基づく振る
舞いの状況

②認知症の⼈の
⽣活において
その意思等が
尊重されてい
る

• ピアサポート活動への⽀援を実施し
ている地⽅公共団体の数

• ⾏政職員が参画する本⼈ミーティン
グを実施している地⽅公共団体の数

• 医療・介護従事者等に、認知症の⼈
の意思決定⽀援の重要性の理解を促
す研修を実施している地⽅公共団体
の数とその参加者数

• 認知症施策に関して、ピアサポート活動等
を通じて得られる認知症の⼈の意⾒を反映
している地⽅公共団体の数

• 認知症施策に関して、ピアサポート活動等
を通じて得られる家族等の意⾒を反映して
いる地⽅公共団体の数

• 地域⽣活の様々な場⾯において、
認知症の⼈の意思が尊重され、
本⼈が望む⽣活が継続できてい
ると考えている認知症の⼈及び
国⺠の割合

③認知症の⼈・
家族等が他の
⼈々と⽀え合
いながら地域
で安⼼して暮
らすことがで
きる

• 部署横断的に認知症施策の検討を実
施している地⽅公共団体の数

• 認知症の⼈と家族等が参画した認知
症施策の計画を策定し、その計画に
達成すべき⽬標及び関連指標（KPI）
を設定している地⽅公共団体の数

• 医療・介護従事者に対して実施して
いる認知症対応⼒向上研修の受講者
数

• 就労⽀援も含めて個別の相談・⽀援を実施
していることを明⽰した認知症地域⽀援推
進員や若年性認知症⽀援コーディネーター
を設置している地⽅公共団体の数

• 認知症バリアフリー宣⾔を⾏っている事業
者の数

• 製品・サービスの開発に参画している認知
症の⼈と家族等の⼈数

• 基本法の趣旨を踏まえた認知症ケアパスの
作成・更新・周知を⾏っている市町村の数

• 認知症疾患医療センターにおける認知症関
連疾患の鑑別診断件数

• ⾃分の思いを伝えることが出来
る家族、友⼈、仲間がいると感
じている認知症の⼈の割合

• 地域で役割を果たしていると感
じている認知症の⼈の割合

• 認知症の⼈が⾃分らしく暮らせ
ると考えている認知症の⼈及び
国⺠の割合

• 認知症の⼈の希望に沿った、保
健医療サービス及び福祉サービ
スを受けていると考えている認
知症の⼈の割合

④国⺠が認知症
に関する新た
な知⾒や技術
を活⽤できる

• 国が⽀援・実施する、認知症の⼈と
家族等の当事者の意⾒を反映させて
いる研究計画の数

• 国が⽀援・実施する、認知症の⼈と家族等
の当事者の意⾒を反映させている認知症に
関する研究事業の数

• 国が⽀援・実施する、認知症に
関する研究事業の成果が社会実
装化されている数

６．相談体制の整備等
• 認知症の⼈の状況等に配慮し総合的に対応できる体制整備（地域
包括⽀援センター、認知症疾患医療センター等の相談体制整備）

• 認知症の⼈⼜は家族等が互いに⽀え合うための相談・交流の活動
に対する⽀援等（認知症地域⽀援推進員の適切な配置、認知症カ
フェ、ピアサポート、認知症希望⼤使の活動⽀援）

７．研究等の推進等
• 予防・診断・治療、リハビリテーション・介護⽅法等の研究の推
進・成果の普及

• 社会参加のあり⽅、共⽣のための社会環境整備その他の調査研究、
検証、成果の活⽤（介護ロボット・ICT等の開発・普及の⽀援）

８．認知症の予防等
• 科学的知⾒に基づく知識の普及・地域活動の推進・情報収集
• 地域包括⽀援センター、医療機関、⺠間団体等の連携協⼒体制の
整備（早期発⾒・早期対応・診断後⽀援まで⾏うモデルの確⽴）

９．認知症施策の策定に必要な調査の実施
• 若年性認知症の⼈を含む認知症の⼈の⽣活実態、社会参加・就労
⽀援を促進する体制や社会実装の⽅策など共⽣社会の実現に関わ
る課題の把握と課題解決に向けた調査研究

10．多様な主体の連携
• かかりつけ医、地域包括⽀援センター、認知症地域⽀援推進員、
認知症サポート医、認知症初期集中⽀援チーム、居宅介護⽀援事
業所、認知症疾患医療センター等の連携及び地域住⺠を含む多様
な主体との協働、分野横断的な取組の推進

11．地⽅公共団体に対する⽀援
• 地⽅公共団体の参考となるような取組の共有などの⽀援

12．国際協⼒
• 外国政府、国際機関⼜は関係団体等と連携、我が国の⾼齢化及び
認知症施策の経験や技術について世界に向けて情報発信

１．認知症の⼈に関する国⺠の理解の増進等
• 学校教育、社会教育における「新しい認知症観」に基づく実感的
理解の推進

• 認知症の⼈に関する理解を深めるための、本⼈発信を含めた運動
の展開（認知症希望⼤使の活動⽀援）

２．認知症の⼈の⽣活におけるバリアフリー化の推進
• 認知症の⼈が⾃⽴し安⼼して暮らすための、地域における⽣活⽀
援体制の整備等（地域の企業や公共機関等での認知症バリアフ
リーの推進）

• 認知症の⼈に事業者が適切に対応するために必要な指針の策定

３．認知症の⼈の社会参加の機会の確保等
• 認知症の⼈⾃らの経験等の共有機会の確保（ピアサポート活動の
推進）

• 認知症の⼈の社会参加の機会の確保（本⼈ミーティング、介護事
業所における社会参加活動等の推進）

• 多様な関係者の連携・協働の推進による若年性認知症の⼈等の就
労に関する事業主に対する啓発・普及等

４．認知症の⼈の意思決定の⽀援及び権利利益の保護
• 認知症の⼈の意思決定⽀援に関する指針の策定、情報提供（認知
症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀援に関するガイ
ドラインの改定）

• 認知症の⼈に対するわかりやすい形での意思決定⽀援等に関する
情報提供

５．保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等
• 専⾨的⼜は良質かつ適切な医療提供体制の整備（認知症疾患医療
センターの相談機能の充実）

• 保健医療福祉の有機的な連携の確保（認知症初期集中⽀援チーム
の⾒直し、認知症地域⽀援推進員の適切な配置）

• ⼈材の確保、養成、資質向上（認知症に関する研修のあり⽅の⾒
直し）

基本的施策（抄）

６．相談体制の整備等
• 認知症の⼈の状況等に配慮し総合的に対応できる体制整備（地域
包括⽀援センター、認知症疾患医療センター等の相談体制整備）

• 認知症の⼈⼜は家族等が互いに⽀え合うための相談・交流の活動
に対する⽀援等（認知症地域⽀援推進員の適切な配置、認知症カ
フェ、ピアサポート、認知症希望⼤使の活動⽀援）

７．研究等の推進等
• 予防・診断・治療、リハビリテーション・介護⽅法等の研究の推
進・成果の普及

• 社会参加のあり⽅、共⽣のための社会環境整備その他の調査研究、
検証、成果の活⽤（介護ロボット・ICT等の開発・普及の⽀援）

８．認知症の予防等
• 科学的知⾒に基づく知識の普及・地域活動の推進・情報収集
• 地域包括⽀援センター、医療機関、⺠間団体等の連携協⼒体制の
整備（早期発⾒・早期対応・診断後⽀援まで⾏うモデルの確⽴）

９．認知症施策の策定に必要な調査の実施
• 若年性認知症の⼈を含む認知症の⼈の⽣活実態、社会参加・就労
⽀援を促進する体制や社会実装の⽅策など共⽣社会の実現に関わ
る課題の把握と課題解決に向けた調査研究

10．多様な主体の連携
• かかりつけ医、地域包括⽀援センター、認知症地域⽀援推進員、
認知症サポート医、認知症初期集中⽀援チーム、居宅介護⽀援事
業所、認知症疾患医療センター等の連携及び地域住⺠を含む多様
な主体との協働、分野横断的な取組の推進

11．地⽅公共団体に対する⽀援
• 地⽅公共団体の参考となるような取組の共有などの⽀援

12．国際協⼒
• 外国政府、国際機関⼜は関係団体等と連携、我が国の⾼齢化及び
認知症施策の経験や技術について世界に向けて情報発信

１．認知症の⼈に関する国⺠の理解の増進等
• 学校教育、社会教育における「新しい認知症観」に基づく実感的
理解の推進

• 認知症の⼈に関する理解を深めるための、本⼈発信を含めた運動
の展開（認知症希望⼤使の活動⽀援）

２．認知症の⼈の⽣活におけるバリアフリー化の推進
• 認知症の⼈が⾃⽴し安⼼して暮らすための、地域における⽣活⽀
援体制の整備等（地域の企業や公共機関等での認知症バリアフ
リーの推進）

• 認知症の⼈に事業者が適切に対応するために必要な指針の策定

３．認知症の⼈の社会参加の機会の確保等
• 認知症の⼈⾃らの経験等の共有機会の確保（ピアサポート活動の
推進）

• 認知症の⼈の社会参加の機会の確保（本⼈ミーティング、介護事
業所における社会参加活動等の推進）

• 多様な関係者の連携・協働の推進による若年性認知症の⼈等の就
労に関する事業主に対する啓発・普及等

４．認知症の⼈の意思決定の⽀援及び権利利益の保護
• 認知症の⼈の意思決定⽀援に関する指針の策定、情報提供（認知
症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀援に関するガイ
ドラインの改定）

• 認知症の⼈に対するわかりやすい形での意思決定⽀援等に関する
情報提供

５．保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等
• 専⾨的⼜は良質かつ適切な医療提供体制の整備（認知症疾患医療
センターの相談機能の充実）

• 保健医療福祉の有機的な連携の確保（認知症初期集中⽀援チーム
の⾒直し、認知症地域⽀援推進員の適切な配置）

• ⼈材の確保、養成、資質向上（認知症に関する研修のあり⽅の⾒
直し）

基本的施策（抄）

６．相談体制の整備等
• 認知症の⼈の状況等に配慮し総合的に対応できる体制整備（地域
包括⽀援センター、認知症疾患医療センター等の相談体制整備）

• 認知症の⼈⼜は家族等が互いに⽀え合うための相談・交流の活動
に対する⽀援等（認知症地域⽀援推進員の適切な配置、認知症カ
フェ、ピアサポート、認知症希望⼤使の活動⽀援）

７．研究等の推進等
• 予防・診断・治療、リハビリテーション・介護⽅法等の研究の推
進・成果の普及

• 社会参加のあり⽅、共⽣のための社会環境整備その他の調査研究、
検証、成果の活⽤（介護ロボット・ICT等の開発・普及の⽀援）

８．認知症の予防等
• 科学的知⾒に基づく知識の普及・地域活動の推進・情報収集
• 地域包括⽀援センター、医療機関、⺠間団体等の連携協⼒体制の
整備（早期発⾒・早期対応・診断後⽀援まで⾏うモデルの確⽴）

９．認知症施策の策定に必要な調査の実施
• 若年性認知症の⼈を含む認知症の⼈の⽣活実態、社会参加・就労
⽀援を促進する体制や社会実装の⽅策など共⽣社会の実現に関わ
る課題の把握と課題解決に向けた調査研究

10．多様な主体の連携
• かかりつけ医、地域包括⽀援センター、認知症地域⽀援推進員、
認知症サポート医、認知症初期集中⽀援チーム、居宅介護⽀援事
業所、認知症疾患医療センター等の連携及び地域住⺠を含む多様
な主体との協働、分野横断的な取組の推進

11．地⽅公共団体に対する⽀援
• 地⽅公共団体の参考となるような取組の共有などの⽀援

12．国際協⼒
• 外国政府、国際機関⼜は関係団体等と連携、我が国の⾼齢化及び
認知症施策の経験や技術について世界に向けて情報発信

１．認知症の⼈に関する国⺠の理解の増進等
• 学校教育、社会教育における「新しい認知症観」に基づく実感的
理解の推進

• 認知症の⼈に関する理解を深めるための、本⼈発信を含めた運動
の展開（認知症希望⼤使の活動⽀援）

２．認知症の⼈の⽣活におけるバリアフリー化の推進
• 認知症の⼈が⾃⽴し安⼼して暮らすための、地域における⽣活⽀
援体制の整備等（地域の企業や公共機関等での認知症バリアフ
リーの推進）

• 認知症の⼈に事業者が適切に対応するために必要な指針の策定

３．認知症の⼈の社会参加の機会の確保等
• 認知症の⼈⾃らの経験等の共有機会の確保（ピアサポート活動の
推進）

• 認知症の⼈の社会参加の機会の確保（本⼈ミーティング、介護事
業所における社会参加活動等の推進）

• 多様な関係者の連携・協働の推進による若年性認知症の⼈等の就
労に関する事業主に対する啓発・普及等

４．認知症の⼈の意思決定の⽀援及び権利利益の保護
• 認知症の⼈の意思決定⽀援に関する指針の策定、情報提供（認知
症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀援に関するガイ
ドラインの改定）

• 認知症の⼈に対するわかりやすい形での意思決定⽀援等に関する
情報提供

５．保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等
• 専⾨的⼜は良質かつ適切な医療提供体制の整備（認知症疾患医療
センターの相談機能の充実）

• 保健医療福祉の有機的な連携の確保（認知症初期集中⽀援チーム
の⾒直し、認知症地域⽀援推進員の適切な配置）

• ⼈材の確保、養成、資質向上（認知症に関する研修のあり⽅の⾒
直し）

基本的施策（抄）



６．相談体制の整備等
• 認知症の⼈の状況等に配慮し総合的に対応できる体制整備（地域
包括⽀援センター、認知症疾患医療センター等の相談体制整備）

• 認知症の⼈⼜は家族等が互いに⽀え合うための相談・交流の活動
に対する⽀援等（認知症地域⽀援推進員の適切な配置、認知症カ
フェ、ピアサポート、認知症希望⼤使の活動⽀援）

７．研究等の推進等
• 予防・診断・治療、リハビリテーション・介護⽅法等の研究の推
進・成果の普及

• 社会参加のあり⽅、共⽣のための社会環境整備その他の調査研究、
検証、成果の活⽤（介護ロボット・ICT等の開発・普及の⽀援）

８．認知症の予防等
• 科学的知⾒に基づく知識の普及・地域活動の推進・情報収集
• 地域包括⽀援センター、医療機関、⺠間団体等の連携協⼒体制の
整備（早期発⾒・早期対応・診断後⽀援まで⾏うモデルの確⽴）

９．認知症施策の策定に必要な調査の実施
• 若年性認知症の⼈を含む認知症の⼈の⽣活実態、社会参加・就労
⽀援を促進する体制や社会実装の⽅策など共⽣社会の実現に関わ
る課題の把握と課題解決に向けた調査研究

10．多様な主体の連携
• かかりつけ医、地域包括⽀援センター、認知症地域⽀援推進員、
認知症サポート医、認知症初期集中⽀援チーム、居宅介護⽀援事
業所、認知症疾患医療センター等の連携及び地域住⺠を含む多様
な主体との協働、分野横断的な取組の推進

11．地⽅公共団体に対する⽀援
• 地⽅公共団体の参考となるような取組の共有などの⽀援

12．国際協⼒
• 外国政府、国際機関⼜は関係団体等と連携、我が国の⾼齢化及び
認知症施策の経験や技術について世界に向けて情報発信

１．認知症の⼈に関する国⺠の理解の増進等
• 学校教育、社会教育における「新しい認知症観」に基づく実感的
理解の推進

• 認知症の⼈に関する理解を深めるための、本⼈発信を含めた運動
の展開（認知症希望⼤使の活動⽀援）

２．認知症の⼈の⽣活におけるバリアフリー化の推進
• 認知症の⼈が⾃⽴し安⼼して暮らすための、地域における⽣活⽀
援体制の整備等（地域の企業や公共機関等での認知症バリアフ
リーの推進）

• 認知症の⼈に事業者が適切に対応するために必要な指針の策定

３．認知症の⼈の社会参加の機会の確保等
• 認知症の⼈⾃らの経験等の共有機会の確保（ピアサポート活動の
推進）

• 認知症の⼈の社会参加の機会の確保（本⼈ミーティング、介護事
業所における社会参加活動等の推進）

• 多様な関係者の連携・協働の推進による若年性認知症の⼈等の就
労に関する事業主に対する啓発・普及等

４．認知症の⼈の意思決定の⽀援及び権利利益の保護
• 認知症の⼈の意思決定⽀援に関する指針の策定、情報提供（認知
症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀援に関するガイ
ドラインの改定）

• 認知症の⼈に対するわかりやすい形での意思決定⽀援等に関する
情報提供

５．保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等
• 専⾨的⼜は良質かつ適切な医療提供体制の整備（認知症疾患医療
センターの相談機能の充実）

• 保健医療福祉の有機的な連携の確保（認知症初期集中⽀援チーム
の⾒直し、認知症地域⽀援推進員の適切な配置）

• ⼈材の確保、養成、資質向上（認知症に関する研修のあり⽅の⾒
直し）

基本的施策（抄）

６．相談体制の整備等
• 認知症の⼈の状況等に配慮し総合的に対応できる体制整備（地域

包括⽀援センター、認知症疾患医療センター等の相談体制整備）
• 認知症の⼈⼜は家族等が互いに⽀え合うための相談・交流の活動

に対する⽀援等（認知症地域⽀援推進員の適切な配置、認知症カ
フェ、ピアサポート、認知症希望⼤使の活動⽀援）

７．研究等の推進等
• 予防・診断・治療、リハビリテーション・介護⽅法等の研究の推

進・成果の普及
• 社会参加のあり⽅、共⽣のための社会環境整備その他の調査研究、

検証、成果の活⽤（介護ロボット・!"#等の開発・普及の⽀援）

８．認知症の予防等
• 科学的知⾒に基づく知識の普及・地域活動の推進・情報収集
• 地域包括⽀援センター、医療機関、⺠間団体等の連携協⼒体制の

整備（早期発⾒・早期対応・診断後⽀援まで⾏うモデルの確⽴）

９．認知症施策の策定に必要な調査の実施
• 若年性認知症の⼈を含む認知症の⼈の⽣活実態、社会参加・就労

⽀援を促進する体制や社会実装の⽅策など共⽣社会の実現に関わ
る課題の把握と課題解決に向けた調査研究

!"．多様な主体の連携
• かかりつけ医、地域包括⽀援センター、認知症地域⽀援推進員、

認知症サポート医、認知症初期集中⽀援チーム、居宅介護⽀援事
業所、認知症疾患医療センター等の連携及び地域住⺠を含む多様
な主体との協働、分野横断的な取組の推進

!!．地⽅公共団体に対する⽀援
• 地⽅公共団体の参考となるような取組の共有などの⽀援

!#．国際協⼒
• 外国政府、国際機関⼜は関係団体等と連携、我が国の⾼齢化及び

認知症施策の経験や技術について世界に向けて情報発信

１．認知症の⼈に関する国⺠の理解の増進等
• 学校教育、社会教育における「新しい認知症観」に基づく実感的

理解の推進
• 認知症の⼈に関する理解を深めるための、本⼈発信を含めた運動

の展開（認知症希望⼤使の活動⽀援）

２．認知症の⼈の⽣活におけるバリアフリー化の推進
• 認知症の⼈が⾃⽴し安⼼して暮らすための、地域における⽣活⽀

援体制の整備等（地域の企業や公共機関等での認知症バリアフ
リーの推進）

• 認知症の⼈に事業者が適切に対応するために必要な指針の策定

３．認知症の⼈の社会参加の機会の確保等
• 認知症の⼈⾃らの経験等の共有機会の確保（ピアサポート活動の

推進）
• 認知症の⼈の社会参加の機会の確保（本⼈ミーティング、介護事

業所における社会参加活動等の推進）
• 多様な関係者の連携・協働の推進による若年性認知症の⼈等の就

労に関する事業主に対する啓発・普及等

４．認知症の⼈の意思決定の⽀援及び権利利益の保護
• 認知症の⼈の意思決定⽀援に関する指針の策定、情報提供（認知

症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀援に関するガイ
ドラインの改定）

• 認知症の⼈に対するわかりやすい形での意思決定⽀援等に関する
情報提供

５．保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等
• 専⾨的⼜は良質かつ適切な医療提供体制の整備（認知症疾患医療

センターの相談機能の充実）
• 保健医療福祉の有機的な連携の確保（認知症初期集中⽀援チーム

の⾒直し、認知症地域⽀援推進員の適切な配置）
• ⼈材の確保、養成、資質向上（認知症に関する研修のあり⽅の⾒

直し）

基本的施策（抄）

６．相談体制の整備等
• 認知症の⼈の状況等に配慮し総合的に対応できる体制整備（地域
包括⽀援センター、認知症疾患医療センター等の相談体制整備）

• 認知症の⼈⼜は家族等が互いに⽀え合うための相談・交流の活動
に対する⽀援等（認知症地域⽀援推進員の適切な配置、認知症カ
フェ、ピアサポート、認知症希望⼤使の活動⽀援）

７．研究等の推進等
• 予防・診断・治療、リハビリテーション・介護⽅法等の研究の推
進・成果の普及

• 社会参加のあり⽅、共⽣のための社会環境整備その他の調査研究、
検証、成果の活⽤（介護ロボット・ICT等の開発・普及の⽀援）

８．認知症の予防等
• 科学的知⾒に基づく知識の普及・地域活動の推進・情報収集
• 地域包括⽀援センター、医療機関、⺠間団体等の連携協⼒体制の
整備（早期発⾒・早期対応・診断後⽀援まで⾏うモデルの確⽴）

９．認知症施策の策定に必要な調査の実施
• 若年性認知症の⼈を含む認知症の⼈の⽣活実態、社会参加・就労
⽀援を促進する体制や社会実装の⽅策など共⽣社会の実現に関わ
る課題の把握と課題解決に向けた調査研究

10．多様な主体の連携
• かかりつけ医、地域包括⽀援センター、認知症地域⽀援推進員、
認知症サポート医、認知症初期集中⽀援チーム、居宅介護⽀援事
業所、認知症疾患医療センター等の連携及び地域住⺠を含む多様
な主体との協働、分野横断的な取組の推進

11．地⽅公共団体に対する⽀援
• 地⽅公共団体の参考となるような取組の共有などの⽀援

12．国際協⼒
• 外国政府、国際機関⼜は関係団体等と連携、我が国の⾼齢化及び
認知症施策の経験や技術について世界に向けて情報発信

１．認知症の⼈に関する国⺠の理解の増進等
• 学校教育、社会教育における「新しい認知症観」に基づく実感的
理解の推進

• 認知症の⼈に関する理解を深めるための、本⼈発信を含めた運動
の展開（認知症希望⼤使の活動⽀援）

２．認知症の⼈の⽣活におけるバリアフリー化の推進
• 認知症の⼈が⾃⽴し安⼼して暮らすための、地域における⽣活⽀
援体制の整備等（地域の企業や公共機関等での認知症バリアフ
リーの推進）

• 認知症の⼈に事業者が適切に対応するために必要な指針の策定

３．認知症の⼈の社会参加の機会の確保等
• 認知症の⼈⾃らの経験等の共有機会の確保（ピアサポート活動の
推進）

• 認知症の⼈の社会参加の機会の確保（本⼈ミーティング、介護事
業所における社会参加活動等の推進）

• 多様な関係者の連携・協働の推進による若年性認知症の⼈等の就
労に関する事業主に対する啓発・普及等

４．認知症の⼈の意思決定の⽀援及び権利利益の保護
• 認知症の⼈の意思決定⽀援に関する指針の策定、情報提供（認知
症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀援に関するガイ
ドラインの改定）

• 認知症の⼈に対するわかりやすい形での意思決定⽀援等に関する
情報提供

５．保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等
• 専⾨的⼜は良質かつ適切な医療提供体制の整備（認知症疾患医療
センターの相談機能の充実）

• 保健医療福祉の有機的な連携の確保（認知症初期集中⽀援チーム
の⾒直し、認知症地域⽀援推進員の適切な配置）

• ⼈材の確保、養成、資質向上（認知症に関する研修のあり⽅の⾒
直し）

基本的施策（抄）
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